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藤沢市子どもの学習・生活支援事業業務委託仕様書（御所見地区） 

 

藤沢市が実施する子どもの学習・生活支援事業業務委託について、次のとお

り仕様を定める。 

 

１ 目的 

  生活困窮世帯及び生活保護世帯の子どもを対象とし、基礎学力の向上のた

めの学習支援や学習の場所・機会の提供などを通じ、高等学校への進学及び

卒業を支援するとともに、保護者を含めた生活習慣、育成環境の改善に関す

る支援を行うことで、子どもの社会的自立を促し、貧困の連鎖を防止するこ

とを目的とする。 

  なお、本事業は平成２７年度から施行された「生活困窮者自立支援法」に

基づく事業の一環として実施するものであり、同法に基づく他の事業と連携

しながら、地域全体で包括的な支援体制の構築を図るものである。 

 

２ 委託業務名 

藤沢市子どもの学習・生活支援事業業務委託 

 

３ 委託期間 

２０２６年（令和８年）４月１日から２０２７年（令和９年）３月３１日ま

で 

 

４ 業務実施場所 

  業務実施場所は、委託者が指示する場所で実施すること。 

 

５ 前提条件 

  受託者は次に掲げる条件を前提として業務を遂行する。 

本事業は、生活困窮者自立支援法に基づく事業の一環として実施するもので

ある。本事業を実施するにあたり、同法に基づく他の事業、とりわけ「自立相

談支援事業」を行う自立相談支援機関との連携は必須となるため、厚生労働省

が示している「自立相談支援事業の手引き」の内容を踏まえて事業を実施する

こと。 

 

６ 事業の概要 

  本事業については、対象者となる子どもの状況に応じて、以下の支援を単

独又は並行して行う。 
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（１）学習支援 

受託者が開催する学習会において、対象者の状況に応じた形式で、中学校

又は高等学校の学習支援を行う。 

（２）進学支援 

対象者及びその保護者に対して、高等学校への受験情報（学校説明会やオ

ープンスクールの日程等）及び進学情報（奨学金等、利用できる公的制度の

説明等）を提供する。また、高等学校合格者に対し、入学手続きに必要な書

類や、納入金の準備などに関して助言を行い、円滑に手続きがなされるよう

支援を行う。なお、本事業は、原則として高等学校への進学及び卒業を目標

とするものである。ただし、対象者に高等学校への進学を強制するものでは

ないことに留意する。 

（３）修学支援 

順調な学校生活を送り、居場所となる場を提供するとともに、日常生活や

家庭での学習に関し、対象者に助言及び支援を行う。 

また、対象者の保護者等に対し、学習の重要性についての理解を促すとと

もに、養育に関する助言及び支援を行う。なお、対象者の養育環境に課題が

あると考えられる場合には、自立相談支援機関並びに関連機関と連携し、関

係機関とのカンファレンスへの参加などの支援を行い、環境の改善を図る。 

（４）模擬試験受験料支援 

進学を希望する対象者が進学支援において、模擬試験を受験する場合には、

受験料の支援を行う。 

 

７ 事業の対象者 

  支援対象者は、藤沢市に住所を有する者で、以下の条件のいずれかに該当

する者とする。ただし、以下の条件を満たさない者（小学生等）を支援対象

者に含めることは差し支えないものとする。 

（１）生活困窮世帯及び生活保護世帯の中学生及び高校生 

（２）高等学校中退者、中学校卒業後の進路未定者のうち、進学を目指す者 

 

８ 実施方法 

（１）受託者は学習支援相談員を常勤換算で１人以上配置するとともに、本事

業を管轄する管理運営責任者を配置することとする。管理運営責任者は、

学習支援相談員と兼務することができる。 

（２）実施方法及び実施回数 

   実施方法は通所方式とし、実施回数は週１回以上、各回９０分以上１２

０分以内とする。ただし、長期休暇中の期間については、実施方法を合宿
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方式とすることや、１回あたり１２０分を超えて実施することも可能とす

る。ただし、準備・片づけに要する時間を含め、最大３００分までとする。

また、開催の曜日については、委託者と協議し決定する。 

 

９ 学習支援相談員の業務 

学習支援相談員は、次の業務を行うものとする。 

（１）第６項の各支援を組み合わせた学習支援プログラムの作成 

（２）学習支援プログラムに沿った対象者の支援、助言及び指導 

（３）学習の重要性についての保護者の理解促進 

（４）対象者の相談対応、養育環境の把握並びに関係機関との連携 

 

１０ 業務の報告及び委託料の支払い 

（１）受託者は、当該月の支援状況について、月間報告書及び部分完了届を作

成し、翌月１０日までに藤沢市まで提出すること。ただし、３月分につい

ては、両者で協議のうえ、期日を決定し提出することとする。月間報告書

の内容については、別途指示する。 

（２）受託者は、第６項（５）模擬試験受験料支援について報告書を作成し、

２月末までに提出することとする。報告書の内容については、別途指示す

る。 

（３）受託者は、委託期間の終了後、事業結果についてまとめた実績報告書及

び収支決算書を作成し、速やかに藤沢市まで提出すること。実績報告書に

は、高等学校受験者の受験結果の記載を必須とし、その他の対象者につい

ては、出席日数及び学力の変動が確認できる項目の記載を必須とする。 

   なお、委託金額については、収支決算書にて精算報告を行い、業務数量

等に増減が生じた場合は変更契約することとする。 

（４）受託者は、業務の遂行上発生した苦情若しくはその処理について、随時

藤沢市に報告すること。 

（５）受託者は、委託者からの資料作成要請や報告等、生活困窮者支援制度充

実のための調査研究に協力すること。 

（６）委託料は、年１２回の部分払いとする。第６項（５）模擬試験受験料支

援にかかる経費については、２月分とともに支払う。委託料の支払いは、

正当な請求を受けた日から起算して３０日以内に、受託者の指定した口座

に振込むものとする。 

（７）第６項（５）模擬試験受験料支援に係る経費については、全項目の税抜

き単価に出来高数量を計算後、全項目の合計額に消費税等相当額を加える

ものとする。 
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１１ 経費等について 

（１）受託者は、委託料を本事業の実施目的以外に支出してはならない。 

（２）受託者は、対象者に対する現金や現物の給付について、その費用を本事 

業の委託料として積算してはならない。 

（３）前号の規定にかかわらず、第６項（５）模擬試験受験料支援にかかる経

費については、委託料として積算することができる。対象者に対する受

験料支援における支給については、藤沢市と受託者が協議するものとす

る。 

（４）受託者は、本事業における費用負担を対象者に求めてはならない。ただ

し、対象者が任意で受験する模擬試験の受験料等、対象者が実費負担す

ることが適当と考えられる経費についてはこの限りではない。 

（５）契約金額（及び部分払金）に係る消費税及び地方消費税については、業

務完了日（及び部分完了日）における消費税法及び地方税法の税率が適

用される。 

 

１２ データの保護及び秘密の保持等 

  データの保護及び秘密の保持等に関する仕様書は、別紙のとおりとする。 

 

１３ 調査等 

  藤沢市は、必要と認めるときは、業務の履行状況について報告を求め、又

は実施調査を行うことができる。 

 

１４ 公平・中立性 

  受託者は、本事業を実施するにあたり、正当な理由なく特定の事業者・団

体・個人を有利に扱うことがないよう十分配慮すること。 

 

１５ 損害の負担 

  受託者は、業務の遂行上発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む。）に

ついては、藤沢市からの指示を受け、自己の責任において処理し、損害を負

担しなければならない。ただし、その損害が藤沢市の責任に帰する理由の場

合においてはこの限りではない。 

 

１６ 委託期間終了に伴う引継 

  受託者は、本業務の委託期間が終了するとき又は委託契約が取り消された

ときは、次の受託者が円滑に業務を遂行できるよう、引継ぎを行うこと。た
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だし、継続して受託者となった場合は、この限りではない。 

 

１７ 帳簿等の保存 

  受託者は、本事業における出納帳及び第１０項に規定する報告書等を、本

委託期間終了後５年間保存しなければならない。 

 

１８ 障がいを理由とする差別の解消の推進 

  受託者は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成２５

年法律第６５号）に定めるもののほか、藤沢市における障がいを理由とする

差別の解消の推進に関する対応要領第４条及び第５条の趣旨並びに藤沢市職

員サポートブックの内容を踏まえ、障がい者に対する適切な対応を行うこと

とする。 

 

１９ 疑義の解決等 

  この仕様書に定めのない事項又はこの仕様書等に疑義が生じたときは、藤

沢市契約規則（昭和３７年藤沢市規則第４６号）に定めるところによるほか、

藤沢市と受託者の協議により対応することとする。 

 

２０ その他 

（１）企画提案書により提案した業務内容を十分考慮し、本事業を行うこと。 

（２）この仕様書に記載のない疑義が生じた場合、藤沢市と受託者の協議によ

り対応することとする。 

（３））「個人情報の保護に関する法律及び藤沢市個人情報の保護に関する法律

の施行等に関する条例」、「藤沢市情報公開条例」、「藤沢市人権施策推進指

針」に基づき、本事業を行うこと。 

（３）藤沢市地球温暖化対策実行計画の趣旨を理解し、第５章の各取組み項目

を実施するよう努めること。 

（４）本事業は、業務継続による計画的な支援を実現する観点から、本委託期

間の受託者による実績が良好である場合、当該受託者との間で、令和１２

年度まで年度ごとの更新による随意契約を行う可能性がある。 

（５）業務の全部又は一部を第三者に委託し又は請け負わせることはできない。

ただし、一部でかつ、業務の主要な部分を除き、あらかじめ藤沢市の書面

による承諾を得た場合はこの限りではない。 

 

以上 


